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うまく協合するにはやっぱりこの方法しかない

のでないかなというふうに申し上げているんで

す。バスが１時間半かかるからだめだみたいな

答弁でしたけれども、私そうでないと思うんで

すね。もう少しこれを掘り下げてやっていくほ

うが、私はこれからのためにもいいというふう

に思ってます。何かの機会でまたやらせていた

だきますが、ぜひそういった意味でご理解をい

ただければというふうに思っておりますので、

よろしくお願いします。終わります。 

 

 

 大道寺 信議員の質問 

 

 

○蒲生光男議長 次に、順位７番、議席番号８番、

大道寺 信議員。 

  （８番大道寺 信議員登壇） 

○８番 大道寺 信議員 おはようございます。

本定例会に当たり、通告してあります２点につ

いて質問をいたします。 

 まず、台風12号により被災されました皆様に

心からお見舞いを申し上げます。死者、行方不

明者が100人を超えるという平成に入って 悪

の台風被害となり、自然災害の恐ろしさをまた

思い知らされたと思います。 

 また、東日本大震災からもうすぐ６カ月がた

とうとしていますが、本格的な復興までにはほ

ど遠い状況にあります。懸命に被災地で頑張っ

ている方々の気持ちを思うと、一日も早い復興

を祈るばかりです。特に原発事故に伴って数々

の問題が生じており、今後、被災者の生活や子

供たちの健康、食品に与える影響など、解決し

なければならない課題が多い中で、その終息の

めどが見えないことは大きな問題であると考え

ます。 

 また、 近の超円高による経済への影響が懸

念されており、このまま円高が半年間続くと製

造業の大手企業は半数近くが海外に出ていくと

の経済産業省の調査結果が出ていることなどか

ら、早急な円高対策が求められています。こう

した中で、菅政権から野田新政権へと交代しま

したが、これまでの反省を生かし、震災復興、

原発事故への対応、円高対策をはじめとする経

済対策などに対し、実効ある政策のスピーディ

ーな対応を期待するところであります。 

 こうした状況の中で、長井市の経済雇用状況

も依然として厳しい実態にあることは言うまで

もないと思いますが、今後これにどう対応して

いくかとの視点で、まず大きな第１点目の経済

雇用動向と今後の対応について質問をいたしま

す。 

 第１点目は、震災と円高等による市内経済へ

の影響はについてであります。６月定例会では、

震災直後の市内経済雇用への影響と今後の対応

策について質問いたしましたが、商工振興課長

からは、「震災によって も影響を受けたのは

飲食サービス業であり、今後も依然として厳し

い状況にあるのではないか。また、製造業はマ

イナス要素も見られる一方、増産あるいは設備

投資などのプラスの状況があり、全体的には横

ばい、もしくは緩やかな回復傾向をたどるもの

と考えている。今後の動向は、夏場の電力需要

がどうなるか、それから観光等の事業がどの程

度まで回復するか、それからもう一つは、世界

的な流れの中で円高ぎみの為替レートの動き、

それからもう一つは、原油価格等の今後の見込

み、そういったものがあって一概に言えず、厳

しい不確実な状況が続くのではないか」との答

弁を受けたところであります。 

 ６月からはまだ日にちはたっておりませんの

で大きな変化はないのかもしれませんが、この

ところの超円高の影響は、当市の主要産業であ

る製造業に今後大きな影響を受けることが懸念

されることもありますので、どのように見てお

られるのかについて市長の見解をお聞きいたし
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ます。 

 また、具体的な動き等があれば、商工振興課

長にお聞きをいたします。 

 第２点目は、雇用動向はどのようになってい

るかについてお聞きをいたします。この質問も

６月の震災の影響についてお聞きをいたしまし

た。答弁では、「有効求人倍率は３月の0.54、

それから４月には0.44に下がっているが、この

３月、４月の動きについては一般的には例年ど

おりの流れ、推移をたどっているのではないか

と見ており、震災を原因とする特別なものとい

うふうに読み取ることができない。逆に、昨年

度は３月が0.45、それから４月が0.37であり、

昨年度と比較すれば若干改善している状況にあ

る。中期的に見ると平成11年の平均の有効求人

倍率が0.30であり、中期的には、厳しい基準に

はあるものの緩やかな回復基調にあるのではな

いか」との考えがしめされました。 

 産業・建設常任委員会協議会に示された資料

によりますと、有効求人倍率は５月が0.43、６

月が0.49となっており、大きな変化はないと思

いますが、個々にはいろんな心配な動きがある

のではないかとお聞きをしておりますので、全

体の動向と個別の特徴的な動き等があれば、商

工振興課長にお聞きをいたします。 

 第３点目は、市民税や国保税、税外収入等か

ら見た経済の実態はについてお聞きをいたしま

す。 

 平成22年度の決算では、市税収入では全体で

は前年度より１億1,468万円減少し、個人市民

税では１億3,107万円減少しております。また、

国民健康保険税は全国的に滞納がふえてる実態

にあるようですが、当市の場合も平成22年度の

収入率は前年度比では下がっております。税外

収入では収入率は上がっていますが、一方では、

家庭の経済状況により就学困難な児童に対し給

付する就学支援事業が増額せざるを得ない状況

にあるなど、厳しい実態となっているようであ

ります。 

 税務課を中心に収納率は県内では実質トップ

の実績を上げており、その努力に敬意を表しま

すが、雇用動向は大きな変化はないといっても、

市民所得は全体として減少しているという厳し

い実態をあらわしているものと思います。平成

20年度の施政方針では「平成20年度から市民所

得向上率県内一を目指す」としていましたが、

残念ながらリーマンショックや震災等の影響も

あり、実態はむしろ所得は低下しているのでは

ないかと思います。市民税の減少や収納業務を

通じて市民経済の実態をどのように見ているの

か、また個人市民税の平成23年度の状況がどの

ように推移しているかについて税務課長にお聞

きをいたします。 

 第４点目は、各種雇用対策事業終了後の雇用

対策は考えているのかについてお聞きをいたし

ます。 

 現在、長井市における雇用対策は、国、県の

制度であるふるさと雇用再生特別基金事業、緊

急雇用創出事業、重点分野雇用創出事業を活用

して進められています。これを活用した雇用者

数は、平成22年度の当初予算では３分野合計で

36事業、総雇用者数74名となっていましたが、

平成23年度に入り現在はもう少しふえていると

思います。 

 この事業のうち、重点分野雇用創出事業を除

き、ふるさと雇用再生特別基金及び緊急雇用創

出事業は、今年度、平成23年度で終了すること

になっています。昨年12月の質問で申し上げま

したが、特に民間に委託している事業で継続で

きる事業があれば問題はありませんけれども、

現在の経済状況等からすると雇用の打ち切りを

せざるを得ない状況ではないかと思います。例

えば菜なポートにも活用していますが、自前で

雇用が継続できるのかなどが大きな課題である

と考えます。事業の内容によっては短期間雇用、

ある程度期間が長いもの等の違いはありますが、
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特にある程度長い期間雇用された方は仕事にも

なれてきており戦力となっていることから、事

業や業務に支障が出ることもあると思います。

当然一番大きな問題は多くの失業者が出てくる

ことにあると思います。 

 昨年12月の質問では、「事業によっては市独

自でも継続するという考えがあるのか」と市長

の考えをお聞きしましたが、「23年度までの各

事業の成果と今後の経済雇用状況を斟酌しなが

ら、やるべきものは引き続き行わなければいけ

ないと考えており、その際には市独自の定時補

助職員のような形になるかと思います」との答

弁をいただきました。もうすぐ来年度予算編成

の時期になってきますので、具体的に検討しな

ければならないと考えます。現時点での市長の

考えをお聞きいたします。 

 また、具体的な現在の雇用者数と、事業が打

ち切りになっても継続可能なものがあるのか、

あわせて今後の国の雇用対策事業の動向がわか

れば商工振興課長にお聞きをいたします。 

 また、個別に具体的な説明があれば担当課長

から答弁をお願いいたします。 

 第５点目は、臨時職員の期間終了後の対応を

どう考えるかについてお聞きをいたします。 

 定時補助職員の中で緊急雇用創出事業の関係

職員は12月１日現在22名であり、当然事業終了

によって雇用に影響が出てくるものと思います。

昨年12月の答弁では、総務課長から「業務の成

果をよく検証して今後については一定の仕分け

といったものも必要なのかなと感じており、現

在具体的な方策等は持ち合わせておりませんが、

特に福祉あるいは教育分野における対応等につ

きまして、所管の教育委員会あるいは福祉事務

所長と協議してまいりたい」との考えを示され

ました。 

 定時補助職員が全体で100名程度になってい

る状況から、今後のあり方は検討していく必要

があると思いますが、当面の緊急雇用関係の期

限切れに伴う対応については、市民生活に影響

が出ることがないようにしていく必要があり、

かつ外部委託するものなども検討が必要ではな

いかと考えます。現時点での考えを総務課長に

お聞きをいたします。 

 次に、大きな２点目の施設の整備についてお

聞きをいたします。 

 長井市の保有する施設は多くの施設が建築後

大分年数が経過し老朽化しておりますが、財政

難から改築や維持補修ができず今日を迎えてお

ります。そうした中で、小中学校の耐震化は国

の施策もあり進んできておりますし、国の地域

活性化生活対策臨時交付金事業や経済危機対策

交付金などを活用し、一部の施設の補修などを

実施してきました。しかし、まだ多くの老朽施

設を抱えてることから、今後の施設整備をどの

ように進めていくかの視点で以下質問するもの

であります。 

 第１点目は、施設整備の全体計画は検討する

のかについてお聞きをいたします。 

 平成21年６月の定例会での質問で、全体の施

設整備計画が必要ではないかと質問いたしまし

た。答弁では、「行財政改革推進委員会の方に

いろいろ意見いただくようなことを進めながら、

庁内での検討委員会を立ち上げて、まず今年度

に限らず数年かけて検討していかなければなら

ないと考えている」と言われております。具体

的に行財政改革推進委員会に意見を求めたとお

聞きをしております。 

 もちろん財政の問題や地区等からの要望等も

あり、短期間にできるものではないと思います

が、本定例会では補正予算に公共施設整備基金

積立金として4,000万円が計上されています。

財政難によりこれまでの積み立てができなかっ

た平成16年から23年までの８年分を一括して計

上するというものであります。当然、今後公共

施設を建設するという目的になされるものであ

るとは思います。そこで、今後検討に入るとい
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う考えなのか、検討する場合はどのように進め

ていくのかについての考えをお聞きをいたしま

す。 

 また、行財政改革推進委員会の意見はどのよ

うにまとめられたのか、公共施設整備基金での

施設建設は具体的に考えているのかについて、

市長にお聞きをいたします。 

 第２点目は、まず現有施設の改修を優先すべ

きではないかについてお聞きをいたします。 

 施設の改修については、教育施設を中心に経

済対策交付金等を活用し、学校給食共同調理場

や図書館、文化会館、学習プラザ、学校施設な

どで行われました。当然十分に改修されたとは

言えませんが、財源に厳しい当市にとって大変

ありがたい交付金であったと思います。 

 しかし、市民からはまだ多くの改修、補修の

要望があるのも実態であります。特に生涯学習

プラザでは、研修棟の冷暖房がきかない、バス

ケットボールのゴールが昇降しない、音響が聞

こえない、水飲み場がないなど数々の指摘を受

けています。文化会館では、ボイラーの老朽化

をはじめ、修繕が必要なものが多く、またエレ

ベーターの設置等の要望等もあります。あるい

は、野球場の改修の要望等も以前から出ており

ます。どの程度の改修、補修が必要なのか、数

えればかなりの財源が必要ではないかと思いま

す。 

 文教常任委員会協議会に提出された生涯学習

プラザの修繕見積もり一覧によりますと23件、

金額で4,000万円ほどかかるとなっていますの

で、他の施設も含めればかなりの金額になるこ

とが予想されます。しかし、新しい施設の建設

が難しい中で、利用者である市民が使うのに支

障があるような状態は解消しなければならない

と考えます。平成22年度の決算では、実質収支

では４億9,692万円の黒字となり、実質収支比

率や起債制限比率、実質公債比率などの財政指

標は大きく改善をいたしました。要因は、監査

委員報告にあるとおり、地方交付税や緊急経済

対策交付金などの増加によるところが大きいこ

とはあるにしろ、財政が改善したことは大変喜

ばしいことであると思いますが、こうした繰り

越し財源をできるだけ施設の改修や補修に充て

ることも必要であると考えます。運動公園の整

備事業をはじめ、今後新しい施設も計画されて

いくと思いますが、現有施設の改修、補修をま

ず優先すべきではないかと思います。教育長の

見解をお聞きいたします。 

 低限施設としての機能を保つための補修、

修繕は少なくとも実施することも必要と考えま

すが、もし具体的に考えてることがあれば、あ

わせてお聞きをいたします。 

 なお、細部での答弁が必要であれば担当課長

からお願いをいたします。 

 以上で、壇上からの質問を終わります。ご清

聴ありがとうございました。（拍手） 

○蒲生光男議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 大道寺議員のご質問にお答えい

たします。議員のほうから私へは大きく３点ご

質問いただいております。 

 まず、 初の経済雇用動向と今後の対応につ

いて、私から答えさせていただく部分について

は震災と円高等による市内経済への影響はとい

うことでございますけれども、ただいま大道寺

議員からもございましたように、６月議会にお

きまして商工振興課長が申し上げた状況認識は、

基本的に現在もほぼ同じであろうというふうに

思っております。 

 その中で、夏場の電力需要については克服す

ることができたと思います。冬場はどうなるか

という次の問題が出てくるということでござい

ますが、 近では電力会社のほうで以前よりは

少々楽観的な見方も出てるようでございます。

そんなことで、冬場も何とか電力のほうも持ち

こたえられるのかなというふうに見ております。 

 また、円高問題については大変深刻でござい
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まして、どの国からどのような原因で生まれる

かということ自体が不明でありまして、総じて

アメリカのドル、それからヨーロッパのユーロ

が非常に信用が低下しておりますので円が買わ

れたんであろうと。また、中国の為替の政策が

変わらない限り、どうしても円だけがやっぱり

安定した通貨という認識が今のところは出てく

るのかなというふうに思っております。そうい

う意味では、今後とも不確実性は続くと考える

べきであろうと思ってます。 

 以上のことから、今後の経済状況についても

不確実な要素が多く、大道寺議員もご指摘のよ

うに、将来にわたって予断を許さない状況は続

くものと考えております。 

 次に、２点目の各種雇用対策事業終了後の雇

用対策は考えているのかと、緊急雇用対策事業

終了後のあり方についてでございますが、この

ことにつきましても、昨年の12月議会で答弁し

た内容をただいま大道寺議員のほうから紹介し

ていただきましたが、これは現在も同じ考えで

おります。 

 ただ、国のほうに対して、政権も変わりまし

たので、そういう雇用に対する政策がどういう

ふうに変わっていくのかというところがまだ不

明確なわけですが、いずれ新内閣、野田内閣に

ついてはしっかりとした成長路線とか、雇用対

策も打ち出されるんではないかというふうに期

待してるところでございます。そういった意味

で、現在の緊急雇用対策の事業については３年

間ということで、一部延長もあったわけでござ

いますけれども、24年度以降は新たな形でまた

出てくるのを期待したいと。ただ、市の事業の

中で現在22名、議員からもありましたように、

緊急雇用関係で雇用しております。その方たち

を補助金が切れたからすなわち終わりですとい

うことは一概に言えない部分もありますし、ま

た必要な事業として市で引き続き取り組むべき

事業については、やはりその方たちを中心とし

て延長、定時補助職員ということも以前言いま

したように必要なのではないかと思います。そ

の辺はいろいろ国に対しても期待するところで

ございます。 

 次に、大きな項目の施設の整備についてとい

うことで、私からは、３点目の行財政改革推進

委員会の意見はどのようにしてまとめられたの

か。また、検討する場合はどのように進めてい

くのか。公共施設整備基金での施設建設を具体

的に考えているのかということ、議員からは現

有施設の改修、補修を優先すべきでないかとい

う点でございます。 

 まず、この件については、（１）で施設整備

の全体計画は検討するのかという点でございま

すが、私の考えといたしましては、この３月ま

で行革の推進委員の皆様からいろいろ意見をい

ただきました。そして、今喫緊に進めなきゃい

けないのは小学校の耐震化・大規模改修、これ

をまず早く終わさなきゃいけないと、子供たち

の安全を守らなきゃいけないということが 優

先でございますが。今後、行革の推進委員会か

らいただいた意見、また都市再生整備計画等々

で、公の施設ということだけではなくて、雇用

とか、あるいは経済の再生、観光交流の推進を

図る上で必要な施設についてなども今後検討し

なきゃいけないということから、基本的には平

成26年度からの第５次総合計画の中に今後10年

間の、26年から平成35年までの公共施設の計画

をうたうべきじゃないのかなというふうに思っ

ております。したがいまして、平成24年、25年

に検討したものを26年からの10年計画の中でし

っかりと、財政的な裏づけも含め、あるいはど

のような国の支援、県の支援を受けながらやっ

ていくかということも含めてうたうべきではな

いかと思っております。 

 では、まず 初に、行財政改革推進委員会の

意見はどのようにまとめられたかという点でご

ざいますが、次のようなご意見をいただいてお
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ります。「公共施設の寿命を40年程度とします

と、施設の更新時期が今後連続し、財政面で厳

しい状況が見込まれること、社会情勢を考えれ

ば公共施設の統廃合や集約化は必須であり、市

民の理解を得ながら総合的に管理していかなけ

ればならないこと、将来の財政規模に適した施

設の数や内容を検討し、優先順位で区分し適正

化を図らなければならないことや、現存の施設

の安全性については早急に確認を行い、万一の

災害に向けた住民の安全確保対策が急務である

こと」との所感をいただいたところでございま

す。また、公共施設の管理体制については、

「まちづくりの施策や財政計画といった総合的

な観点から経営企画部門で統括すること、また、

今後の同種施設の統廃合を見越して、利用者及

び団体間の総合的な調整を行う部門を設置する

ことで縦割り管理の弊害をなくすことなど、少

ない施設を有効に利用できるような管理運営シ

ステムづくりが今後求められる」とのご意見を

いただいております。 

 今後、総合的な施設整備に向け、行革委員会

のご意見を参考にしながら、先ほど言いました

ように、24、25年あたりでしっかりと今後10年

間の計画をまとめなければならないと思ってお

ります。 

 後になりますけども、検討する場合はどの

ように進めていくかということでございます。

議員からは現有施設の改修、補修を優先すべき

でないかということでございますが、これは議

員のご指摘のとおりだと私も基本的に思ってお

ります。 

 そんな意味で、老朽化した施設の改修、補修

を中心にするつもりでございますが、先ほど申

し上げましたように、行革委員会からの答申で

もありますが、大体30年から40年前ぐらいの施

設がほとんどでございます。それが一斉に改修

とか修繕を迎えるということが悩みの種でござ

います。そういった意味で、議員からもありま

した学習プラザについては相当やはり手をかけ

なきゃいけないと。しかし、そのいずれもが補

助等を受けられない単独事業でございます。幸

いにも国の経済対策の中で集中してやることも

できましたけれども、今後はやはり計画的にせ

ざるを得ないんじゃないかと思ってます。 

 また、市民の要望としては、じゃあ今ある施

設をきちんと使えるようにしてそれで満足かと

いうと、決してそういうことではなくて、新た

なやはり要望等もたくさんございます。長井市

全体として、西置賜の中でない施設を長井市で

つくるべきじゃないかということとか、あるい

は例えばスポーツ施設であったとすれば、隣ま

ち等々である施設が長井市では非常に貧弱であ

ると、それをもう少ししっかりとした施設とし

てつくり直すべきじゃないかとか、そういう新

たな公の施設に対する要望もありますので、先

ほど行革の委員会からもありましたように同じ

ような施設をたくさん、実際は難しいんですけ

ども、６地区皆同じように平等につくっていく

と、例えば市民体育館みたいなのはそうなんで

すが、そこら辺をどうするかというところが非

常に難しいところだと思ってます。 

 例えば、現実的には西根の体育館とか平野の

体育館が非常に老朽化してると、一方で豊田と

か、致芳の場合は決して広い体育館ではないわ

けですけども、伊佐沢の場合は向山荘とか、そ

ういった施設があって、じゃあ平野と西根はな

くしていいのかというと、これなかなか難しい

わけです。かといって新築できるかということ

もありまして、これらについてはやっぱり十分

に市全体で、あるいは地区の皆様と検討しなき

ゃいけないと思っております。 

 公共施設整備基金の具体的な充当先につきま

しては、老朽化した市民文化会館や市庁舎の改

修など、比較的規模が大きくなるであろう事業

を想定いたしております。公共施設を新たに建

設する場合、補助金や地方債を財源にできます
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が、公共施設の改修や補修には補助金や地方債

などの有利な財源は余り当てにできません。市

民文化会館や市役所庁舎など規模の大きい改修

等もやはり財源は一般財源となります。そのた

め、公共施設整備基金を準備していきたいと思

っております。 

 公共施設整備基金は22年度末で2,529万7,000

円でございまして、このたびの補正4,000万円

を合わせまして、議会からもご承認いただいて

何とか6,529万7,000円ぐらいまで今年度中にで

きればと思っております。文化会館や市庁舎の

改修財源としてはまだまだ不十分でございます

が、大道寺議員がおっしゃいますように、現有

施設の改修、補修を優先して取り組むためにも、

繰越金を財源といたしまして、来年度以降も

低でも500万円以上の額を積み立てていきたい

と考えております。 

 私からは以上でございます。 

○蒲生光男議長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 大道寺議員のご質問にお答え

をします。 

 まず、現有施設の改修を優先すべきでないか

という見解についてということですので、お答

えをしたいと思います。 

 教育委員会のほうとしては、社会教育施設、

社会体育施設の整備については、小規模な修繕

から大規模な改修工事を含め、平成20年度から

平成26年度までの整備計画を作成して取り組ん

できているところです。しかし、特に平成16年

度からの厳しい財政状況により、財源の確保が

大変厳しくなったり、施設全体が老朽化してい

るために新たな改修箇所が出たりで計画どおり

に進んでない現状でありますが、議員がおっし

ゃるように、国の交付金事業で、平成21年度は

地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業、平成

22年度はきめ細かな交付金事業により緊急性の

高い機械設備等の修繕を実施することができま

したし、体育施設では、平成22年度、県の緊急

雇用創出事業によるスポーツ施設等再生事業に

より小規模な修繕を数多く実施してきたところ

ですが、まだまだ修繕しなければならない施設

箇所が数多くある現状ですので、先ほど市長答

弁にもあったように、現有施設の改修、補修を

しながら有効活用すべきであるというふうに考

えています。 

 なお、今後の整備については、文教の協議会

に提出いたしました修繕見積もり一覧並びに駐

車場の整備計画、そして利用者の皆さんからの

要望も含め、緊急性の高いものを考慮して、順

次修繕を実施できるよう財政当局と協議をして

いきたいというふうに思っています。 

 ご指摘いただきましたバスケットボードにつ

いては、市民からの要望もありますので、来年

度の修繕に向けて取り組んでまいります。体育

館の音響については、現在の調査とその対応に

ついて専門業者に依頼をしています。それを受

け、対応を検討いたします。 

 また、都市公園運動場として位置づけられて

いる野球場、陸上競技場、テニスコートについ

ては、生涯学習プラザ運動公園整備完成後に社

会資本整備総合交付金事業都市公園事業で取り

組めないかと考えているところです。そのため

には、平成24年度公園施設長寿命化計画の中に

盛り込む必要がありますので、それに向けて所

管課と協議、検討してまいりたいというふうに

考えております。以上です。 

○蒲生光男議長 飯澤常雄総務課長。 

○飯澤常雄総務課長 大道寺議員のご質問にお答

えいたします。 

 緊急雇用による臨時職員の期間終了後の対応

ということでございますが、現時点での考え方

を申し上げます。昨年の12月定例会におきまし

て、私、お答えいたしましたが、やはり一定の

仕分けは必要であるというふうに考えておりま

す。当然、雇用の創出という雇用に重点を置い

た事業でございます。各事業それぞれの評価は
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必要でございます。継続することが市民サービ

スの向上になるのか、その辺を考えなくてはな

らないというふうに思います。事業内容、当然

現在の雇用事業の中身でございますが、これら

を精査いたしまして今後の対応を協議してまい

りたいと考えております。 

 また、重点分野雇用創出事業の期間、先ほど

市長からもございましたが、延長になるという

情報もございます。そういったことで関係方の

調整、十分に行ってまいりたいというふうに考

えております。 

○蒲生光男議長 松木英司税務課長。 

○松木英司税務課長 お答えいたします。 

 初に、ご質問の市民税の減少や収納業務を

通じて市民経済の実態をどう見ているのかとい

うことでございますが、市民経済の実態を見る

には、法人市民税の法人税割の調定額の動向か

ら判断するのが適当かと考えているところです。 

 平成21年度から平成23年度までの法人市民税

法人税割の現年分の調定額の推移を見てみます

と、平成21年度の調定額は１億900万円であり、

平成20年度の２億2,200万円からマイナス

50.9％と大きく落ち込みました。これは平成20

年９月のリーマンショックの影響による市内の

企業収益の大幅な悪化が要因であったと考えら

れます。リーマンショックによる不況から徐々

に景気が回復基調となったのが平成22年度であ

りまして、調定額は平成21年度対比37.6％増の

１億5,000万円となりました。しかし、その回

復基調に水を差すように、ことしの３月11日、

東日本大震災が発生いたしました。この震災の

影響で経済活動が大きく停滞し、市内の企業収

益も再び悪化に転じたことは、平成23年度、本

年４月から８月までの調定額6,600万円が平成

22年４月から８月までの調定額8,700万円に対

し24.1％減になっていることからも明らかであ

ります。さらに、議員ご指摘のように、 近の

円高の影響が大いに懸念されているところであ

りまして、このままの経済状況か続けば、平成

22年度に対し平成23年度の法人市民税の大幅な

減収は避けられないと考えているところであり

ます。 

 次のご質問の個人市民税の平成23年度の状況

がどのように推移しているのかについてお答え

いたします。 

 平成23年度の個人市民税の現年課税分の調定

額は８月末現在で９億9,700万円となっており

ます。これに今後、来年、平成24年２月までに

退職される方の退職金額に対する特別徴収分が

数百万円加わると推測されますので、 終的な

調定額は約10億円になるものと考えております。

これに収納見込み率98.5％を乗じて、さらに滞

納繰り越し分の収入見込み額1,100万円を加え

ますと、平成23年度の個人市民税の収入額は９

億9,600万円になると見込んでおるところでご

ざいます。この数値は平成22年度の個人市民税

の決算額９億8,200万円に対し1.4％増となりま

す。個人市民税の税額は前年度の個人所得金額

から算出いたしますので、このことは先ほどの

法人市民税の説明でも触れましたが、平成21年

度から22年度にかけて景気が回復基調にあった

ことを意味していると思います。 

 個人市民税については、法人市民税の推移か

ら考えますと、来年度、24年度は確実に平成23

年度より減収になると考えられますので、今後

の経済動向や国が打ち出す政策を注視しながら、

来年度の予算要求に当たりたいと考えておると

ころでございます。以上でございます。 

○蒲生光男議長 齋藤理喜夫商工振興課長。 

○齋藤理喜夫商工振興課長 お答えいたします。 

 まず、１点目の震災、円高に係る市内経済の

影響でございます。まず、円高問題につきまし

て、市内の企業が直接的に円高為替を活用して

事業を行ってるというふうなところは少ない状

況でございます。直接取引を行っているという

ふうに想定をされます会社が数社ございますが、
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これらについては国外への現地法人をつくって

いるというふうなことで、そちらについては内

外の生産拠点で調整をしながら対応してるとい

うふうなことで聞いてございます。それから、

市内のその他の多くの企業につきましては、基

本的にはメーカーの円高に係る利益率の減少が

２次サプライヤーあるいは３次サプライヤー、

さらにその下に届くというふうなところまでは

現在のところまで来ていないというふうに見て

ございます。ただし、円高が為替レートが今後

長期的に高くなっていくというふうな状況であ

りますと、総体としての経済の先細り、それか

ら国外への生産拠点への展開というふうなこと

で、また大きな影響が出てくるだろうというふ

うに考えます。 

 それから、２点目の雇用動向につきましてで

すが、つい先日、ハローワークから７月末のデ

ータが提供されてきました。それによりますと、

有効求人倍率が６月の0.49から７月には0.51と

なってございます。0.02ポイントほど改善はさ

れております。しかしながら、７月の県平均が

0.64というふうになってございます。ハローワ

ーク管内の他の圏域と比べますと、長井管内の

回復あるいは改善のスピードが低いというふう

な状況が見られます。これについては、総体と

しての、全体としての各圏域、ブロックの人口

規模あるいは産業構造というふうなものが影響

した結果というふうには思いますが、当圏域、

当管内の回復スピードが弱いという部分につい

ては危惧している状況でございます。ハローワ

ーク所長のお話ですと、新規学卒者についての

求人件数あるいは求人会社数についてはほぼ前

年度と同じ程度であるというふうなことであり

ますが、１社当たりの求人数が昨年度あたりも

少ない状況が見られるというふうなことで、全

体としてより慎重に新規雇用についての動きで

あるというふうなことで受けとめてございます。 

 それから、雇用対策事業に係る持続的、継続

可能な事業があるのかというふうなことでござ

いますが、雇用対策事業につきましては、直接

雇用と委託事業の２つの形態がございます。特

にふるさと雇用再生特別基金事業として実施し

ている委託事業につきましては、全体的な印象

あるいは理解としては、事業が廃止になった場

合、それぞれの委託先が独自に事業並びに雇用

を継続していくというふうなことはなかなか難

しい状況であろうというふうに見てございます。 

 後の雇用対策事業に係る国の動きでござい

ます。これにつきましては、先ほど市長のほう

からお話があったとおりでございますが、平成

24年度に新たに事業を起こすということも重点

分野、事業については可能になりそうだという

ふうな、可能にするような形での事業の見直し

を今やっているというふうなことが入ってござ

いますが、その後の具体的な内容、連絡につき

ましては入ってございません。ただ、全体の流

れとしては、少なくとも24年度には新たな、あ

るいは追加的な雇用対策事業が出てくるのでな

いかというふうに考えてございます。 

 なお、雇用対策事業につきましては、これま

で県の雇用対策課が県としての窓口になってご

ざいます。市といたしましては私どもが担当の

窓口になっているというふうなことで、これま

でどおり当課から各課に対して情報提供を継続

して努めていくというふうな形になろうかとい

うふうに考えてございます。以上です。 

○蒲生光男議長 ８番、大道寺 信議員。 

○８番 大道寺 信議員 ご答弁ありがとうござ

いました。 

 ちょっと質問した中で、商工振興課長に、私、

先ほど22年度当初予算のベースしかちょっと資

料を持ってなかったもんですから、36事業で74

名というのが22年度だったと思うんですけども、

現在どれぐらいの雇用対策事業での雇用者数が

おりますか、そこをちょっと教えていただけま

すか。 
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○蒲生光男議長 齋藤理喜夫商工振興課長。 

○齋藤理喜夫商工振興課長 22年度につきまして

は緊急、重点、地域人材、震災対応、それから

ふるさと雇用、すべての雇用対策事業を含めま

して実施事業数が42で雇用者数が110名でござ

います。22年度につきましてはこのような状態

になってございます。 

○蒲生光男議長 ８番、大道寺 信議員。 

○８番 大道寺 信議員 23年度若干ふえてます

ね、これよりプラスになってますよね。よろし

くお願いします。 

○蒲生光男議長 齋藤理喜夫商工振興課長。 

○齋藤理喜夫商工振興課長 23年度の当初につき

ましては、実施事業数が32、雇用者数が68でス

タートしてございます。 

○蒲生光男議長 ８番、大道寺 信議員。 

○８番 大道寺 信議員 そうすると、110名が

68に減ったということですね、単純にすると、

そういうことでよろしいんですね。 

 雇用の関係について、単純に言いますと、事

業打ち切りになったら68名以上雇用がなくなる

ということなんですよね。だから、非常に今で

さえ有効求人倍率県内ではまだ低いという状況

ですから、ちょっと大変だと思うんですね、す

とんとなくなっちゃったというと。しかも、中

身を見ますと、さっき言った委託事業の関係で

いうと、菜なポートのやつはまた改めて別のと

ころでやりますけども、ここの事業、継続って、

これのいただいた資料を見ると、これ継続なん

てできないですよね、自前で雇えなんていって

もなかなかできない状況になっちゃうわけです

よ。そうすると、非常に大きな問題なんではな

いかということで私は申し上げているわけでし

て、先ほど臨時雇用の22名は、市でいわゆる臨

時雇用ですから必要であれば定時補助職員でと

いうことはあると思うんですが、今度委託事業

でどうするのだという話になってしまうわけで

す。これは非常に大変重要な問題だなと思って

るんですけども、ただ、そうはいっても市とし

て委託先の団体だったり一企業に対して単純に

補助するなんていうのはなかなかそういうあれ、

仕組みはありませんし、ないんですけども、そ

ういうこともこの３月に向けていろいろ検討し

なきゃいけないんじゃないかと。どういう事業

が継続できるか、いろんな今後のあれによって

は違うと思うんですけども、それだけ雇用の問

題を重視しないと、恐らく税収だってなかなか

難しいわけです。今、やっぱり雇用というのは

国でもこれからいろいろ考えてもらわなきゃな

りませんけれども、市は市として独自にいろん

なことを検討すべきではないかと、いろんな角

度から、そういうふうに私は思うんですけども、

市長のお考えをお伺いしたいと思います。 

○蒲生光男議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 大道寺議員おっしゃるとおりなんですが、そ

もそも今回はリーマンショック以降の景気の低

迷あるいは失業者の増加に対応するために、３

年間ということで国で政策を出したわけですね。

私ども、基金を県で積んで、その範囲内でやる

ということでやってきましたので、やっぱり一

番私どもが困るのは、もう国は打ち切りだから、

あと市町村面倒見ろよというのはないでしょう

と。そもそも国では失業対策ということでやっ

たのかもしれませんけども、その間に景気を回

復させて雇用をふやすんだということ。ところ

が、国ではそれを実現できなかったわけですか

ら、若干はよくなってますが、また東日本大震

災の関係もありますけども、ですからそういっ

た意味では、やはり国に対して期待するという

のが第一義です、本当のところは。ただし、じ

ゃあそれで全部打ち切りでいいのかというのは

大道寺議員ご指摘のとおりでありますので、や

はりこれは私ども長井市だけじゃなくて、どこ

の市町村、県でも同じだと思いますので、その

辺については時間もあと半年しかありませんけ
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ども、ほかの市町村とも連携あるいは県などと

も協議しながら何かよりよい方法を見出してき

たい。市で全部それを負担してあげるのはちょ

っと大変だというふうに思います。ぜひそんな

ことで今後検討したいと思います。 

○蒲生光男議長 ８番、大道寺 信議員。 

○８番 大道寺 信議員 私もそう思うんです。

この国の緊急対策っていいようですけども、非

常に問題があるんですよ。県で今、基金でやっ

てますよね。県は雇用創出２万人達成しました、

３万人達成しましたって言ってるわけですけど

も、中身というのは全く期限が切られてるし、

国会議員にも言ったんですけどね、しかも３カ

月で交代させろ、６カ月で交代させろという、

これに結局安易に乗るのがいいのかどうかとい

うのは非常に後で問題になるんですよ。過去に

もあったんですけど、過去は幸い３年なら３年

の間に景気回復して雇用が伸びたってあるんで

すが、今回そうじゃないもんですから、非常に

問題だというふうに私は思ってるんです。 

 ぜひ、それは働きかけも含めてやらなきゃい

けないと思うんですけども、ただ現実として、

例えば特に今回の場合、観光関係も非常に多い

んですよね、山形鉄道で何人とか、これをどう

すんのよというところなんです。非常に難しい

問題あると思いますけども、ぜひその辺は、私

はやっぱりきちっと検討すべきじゃないかと、

もう少し検討していくべきではないかと思いま

す。その辺はよろしくお願い申し上げたいと思

います。 

 それから、施設整備の関係ですけども、全体

計画については、お話のとおり26年度の総合計

画の中にというお話でございました。私は行財

政改革推進委員会の内容、市長からこうだとい

う話はあったんですけども、当初は行財政改革

推進委員会ではいろいろ現実に現地に行きなが

ら、廃止も含めていろんなところをやろうとい

う、何かそんな新聞にも載っていましたから、

非常にそういう意味ではどういうふうな答申と

いうか考え方出すのかなと思って期待はしてた

んですけども、現実はなかなかそうはいかない

ということでさっきのような話になったのかな

というふうに思うんです。 

 確かに市民文化会館、あるいは市の庁舎、第

２庁舎は特に古いですから、その辺は危ないと

いうこともあって、私は考えていかなきゃいけ

ないなと思ってるんですけども、ただ単純にそ

こへ行けば独自の財源が要ると、自前の財源が

要るということでなかなか難しいということの

ようでありまして、そういうことも含めて、あ

るいは市民文化会館単独でいけば補助がないと。

じゃあ補助するためにどういうふうなことがあ

るのかということも研究必要だなというふうに

思いますから、その辺については、ぜひ、どの

部署かわかりませんけども、研究をしてほしい

なと。なかなか単独ではないんだけども、ほか

のものとのセットで補助なんていう制度もある

んだそうですけども、そういうことも含めてぜ

ひ検討いただきたいと思います。 

 そこで、補修の関係です。それを基本的にや

っていくのだというお話なんだけども、やっぱ

りものすごく遅れてるんですよ。私こう言うの

大変失礼なんだけど、平成22年度の決算はいろ

んな対策、交付金のおかげでって言ったらいい

と思いますけども、幸い繰り越しも４億5,000

万円ほどできたというお話ですから、やっぱり

そういうときこそ、こういうものに重点的なと

ころで本当にやっぱりやらなきゃいけないのは

あるんですよ。プラザ、これずっと見ると

4,000万円ぐらいになるんですけども、一番は

ヒーターの交換、ボイラーの交換というのは

2,500万円くらいなんだけど、これが非常に研

修室なんか使うと夏は暑いわ冬は寒いわで大変

苦情も出てるんです。体育館も、一生懸命スポ

ーツやってる方からも本当に前々からあって、

これは全部やれというのはなかなか、これだけ
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じゃありませんから、いろんな施設ありますか

ら、しかしやっぱりそうはいっても本当にやら

なきゃいけないことやっとかないと全くだめに

なると思うんです。 

 新しい施設の話で、運動公園なんかの話もあ

るわけですけども、そこでも町田議員なんかは

総括質疑で、維持管理どうすんのやと、維持管

理が非常にかかるんですと、大変ですよという

お話し申し上げました。結局、生涯学習プラザ

を見ても、結果は、建てるのはいいけども維持

管理できないでだんだん、老朽化という問題じ

ゃなくて、維持管理していかないから市民のた

めの本当の施設になっているかとなると非常に

問題なわけですね。だから、そこはきちっとや

っていくと、必要なものは財源を生み出しても

やると、こういう姿勢がやっぱり必要ではない

かと思いますので、ぜひその点について市長か

らもう一度考え方をお伺いしたいと思います。 

○蒲生光男議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 大道寺議員ご指摘のとおりでご

ざいますが、長井市の場合は、やはりさっきも

言いましたように30年、40年前ぐらいに集中的

に施設をつくったと。議員ご指摘のとおり、運

営あるいは維持修繕費にお金をかけないという

伝統があったんじゃないかなと思います。です

から、学習プラザも失礼ですけどまだ20年なん

ですよね、20年ちょっと。あれぐらい老朽化す

るということは、要はその後、運営はしますけ

ども、維持管理にお金をかけてこなかったと思

います。あと、確かに陸上競技場の部分、総合

グラウンドのほうですね、ただ、それは維持の

ほうでありまして、施設のほうの修繕とはちょ

っと違う部分があると思います。ただ、そこも

しっかりと厳しく見ながら運営計画を立ててい

かなきゃいけないと思っております。今後そこ

は十分に検討します。以上でございます。 

○蒲生光男議長 ８番、大道寺 信議員。 

○８番 大道寺 信議員 その辺ぜひよろしくお

願いしたいと思います。確かに金をかけてこな

かったという言い方になるとそうなのかもしれ

ませんけども、ぜひ今まで財政再建で大変だと

いうことでいろいろできなかった部分もありま

すから、財政が少し改善したとすれば、そこに

きちっと手をかけていくということも必要だと

思いますので、ぜひよろしくお願い申し上げま

して、質問を終わりたいと思います。ありがと

うございました。 

○蒲生光男議長 ここで昼食のため暫時休憩いた

します。再開は午後１時といたします。 

 

 

   午後 ０時０１分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

 

 

○蒲生光男議長 休憩前に復し、午前に引き続き

会議を再開いたします。 

 市政一般に関する質問を続行いたします。 

 

 

 竹田博一議員の質問 

 

 

○蒲生光男議長 次に、順位８番、議席番号６番、

竹田博一議員。 

  （６番竹田博一議員登壇） 

○６番 竹田博一議員 私は、本定例会に当たり、

通告している食の安全、安心について質問させ

ていただきます。 

 猛暑だった夏も終わり、日ごとに秋の気配が

感じられるころとなりました。稲穂も次第に黄

金色になり、そしてリンゴ、ブドウ、ナシ等の

果物もたわわに実り、豊作が期待される様相で

あります。 

 さて、３月11日の福島第一原子力発電所の事

故は国際的事故評価でレベル７、つまりチェル 


